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第１７章 知的財産活用と標準化

標準化教育プログラム [共通知識編］

本資料は，経済産業省委託事業で
ある「平成19年度基準認証研究開発
事業（標準化に関する研修・教育プロ
グラムの開発）」の成果である。
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1. 特許権と標準化機関の関係と、国際標準化機関の方針を理解する。

国際標準の中に特許権を付随さす場合の原則と、標準化機関の対応について
理解する。

2. 特許権と標準化の関係を理解する。

国際標準の中に特許権が付随している場合の問題点と、現状での対応策を知る。

3. 国際標準と企業戦略の関係を理解する。

国際標準に積極的に取り組む企業が、戦略的に特許権を活用する場合に必要な
人材と、その他問題点と課題を理解する。

学習のねらい ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化

◆ 解 説

１．特許権と標準化機関の関係と方針を理解する。

国際標準の中に特許権を付随さす場合の原則と、標準化機関の対応について理解する。

２．特許権と標準化の関係を理解する。

国際標準の中に特許権が付随している場合、国際標準の普及に影響を及ぼすことを理解する。

３．標準化と市場との関係を理解する。

国際標準に積極的に取り組む企業が、戦略的に特許権を活用する場合に必要な人材とその他問題点と課題を理解
する。
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１ 知的財産（権）とは

２ 特許権と国際標準化機関

３ 企業とライセンス問題

４ 特許権と国際標準化

５ 企業戦略としての国際標準化

６ 産学連携・特許

まとめ

演習問題

参考資料

目 次 ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化
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１ 知的財産（権）とは ①

知的財産権
（知的所有権）

知的財産権
（工業所有権）

著作権

その他

特許権

実用新案権

意匠権

商標権

・ 半導体集積回路配置図に関する権利
・ 種苗法
・ 不正競争防止法など

◆ 解 説

■知的財産権とは
最近、知的財産権（知的所有権）という言葉がよくクローズアップされているが、これは図のように大きく２つに分ける

ことができる。１つは特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権（工業所有権）。そして、もう１つが文
化的な創作物を保護の対象とする著作権で、これは著作権法という法律で保護されている。

文化的な創作物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の思想、感情を創作的に表現したものの
ことで、著作物という。またそれを創作した人が著作者である。

産業財産権（工業所有権）は、登録しなければ権利が発生しない。これに対して著作権は、権利を得るための手続き
を何ら必要としない。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生（無方式主義）し、以後、著作者の死後50年ま
で保護されるのが原則である。著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメーターといわれてい
る。

◆ 参考資料

社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html

規格及び標準化は、世界市場での技術競争及び産業基盤・インフラの効率的整備等に際して経営戦略上重要な意
味を持つ。自企業グループに有利になるように工業標準を設定することは、設計・製造・販売過程のいずれをとって
も企業経営上不可欠であり、その観点では特許と標準は裏腹の関係にある。
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• 特許に守られた先端技術

• 時代の流れとデザイン

• ブランドに守られた信用

出所：特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

１ 知的財産（権）とは ②

◆ 解 説

知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の４つを「産業財産権」といい、特許庁が所管していま
す。 産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために
保護し、研究開発へのインセンティブを付与したり、取引上の信用を維持することによって、産業の発展を図ることを
目的にしています。 これらの権利は、特許庁に登録することによって、一定期間、独占的に実施できる権利となりま
す。

＜特許権＞特許法で保護される。

・具体例 ： 物または方法の技術面のアイデアのうち高度なもの実用新案と比べて長ライフサイクルのもの（ハードと
結びついたコンピュータプログラム、植物、動物、微生物なども含む）

・保護期間：出願の日から２０年
（医薬品と農薬の特許については５年を限度として延長可能）

＜実用新案権＞実用新案法で保護される。

・具体例 ： 物品の形状、構造などの技術面のアイデアで早期実施、短ライフサイクルのもの
特許に比べて技術が高度でなくても良い
方法のアイデアは対象外

・保護期間：出願の日から１０年

＜意匠権＞意匠法で保護される。

・具体例 ： 物品（物品の部分を含む）の形状、模様、色彩などの物の外観としてデザイン
単なる絵や図柄は対象外

・保護期間：設定の登録の日から１５年

＜商標権＞商標法で保護される。

・具体例 ： 商品やサービスについて自他の識別力を有する文字、図形、記号、立体的形状、（色彩）

・保護期間：設定の登録の日から１０年（継続使用による更新が可能）

◆ 参考資料

特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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１ 知的財産（権）とは ③

特性項目 （標準化） （特許化）

技術の取り扱い 開放主義 独占主義

重視される特性 汎用性 新規性

形成の主体 集団 個人

有効期間 法定期限なし 法定期限あり

有効エリア グローバル 国別

期待される効果 市場の拡大 シェアの拡大

【標準化と特許化の特性の対比】



知的財産活用と標準化 7

■ ISO及びIECの知財/特許に対する共通の方針

・現在までのISO及びIECの方針 - 1

＊全ての特許及び関連した知的財産権への適当範囲

– 特許

– その活用モデル

– 発明に関する他の法的権利

– （公刊物との関連）

・現在までのISO及びIECの方針 – 2

＊新規作業項目の、提案者の関連特許通知義務

＊関連した特許を知る立場にある団体の、標準化委員会への通知義務

＊通知者の具体的な通知文書の入手義務

２ 特許権と標準化機関 ①

◆ 解 説

JTC 1は独自のDirectivesをもって活動しているが、特許に関してはISO/IECの共通特許規定に従うことになっている。

•現在までのISO及びIECの方針 - 1

•特許権（特許、実用新案、発明に基づく法律で定められた権利、及びこれらの申請で公開されたものを含む）でカ
バーされた事項を使用している国際標準を開発する場合は、以降（方針 – 2、特許権と標準化機関②③④）からによ
る。

•現在までのISO及びIECの方針 – 2

•特許権使用を含む条件で国際規格を作成する場合の手続き

国際規格の提案者は、既知の特許権に関しTC/SCに注意を喚起する。規格作成にあたる者は規格開発
の全ての段階で知り得た特許権について、TC/SCに注意を喚起する。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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ISO

IEC

ITU

ISO/TC

IEC/TC

ITUｰT ＆ ITU-R

■ ISO、IECおよびITUの関係

リエゾン

リエゾン

２ 特許権と標準化機関 ②

◆ 解 説

国際標準化機関は大きく、３つの機関でできている。

IEC：電気分野における国際標準化機関。

ＪＩＳの電気分野は、ＩＥＣ規格と整合がとられている。
ISO：非電気分野の国際標準化機関。

ＪＩＳの非電気分野は、ＩＳＯ規格と整合がとられている。
ITU：電気通信分野の国際標準化機関。

各国政府が参画し、通信／放送方式の標準化、無線周波数の割り当て等も担当。

■ISO、IECおよびITUの関係

ISO と IEC は 国連(UN)の下部機関であるITUとリエゾン関係にある。

ITU はその下にITU-TとITU-Rとを持っている。
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ITUｰR

無線通信部門

ITU

国際電気通信連合（ＩＴＵ）組織図

ITUｰT

電気通信標準化部門

ITUｰD

電気通信開発部門

２ 特許権と標準化機関 ③

◆ 解 説

ITU-T（国際電気通信連合 電気通信標準化部門 【International Telecommunication Union-Telecommunication 
Sector】）とは

国際電気通信連合（ITU）の一部門で、電気通信に関する技術の標準化を策定する。ITU-TSやITU-TSSと呼ばれ
る場合もある。ITUは国際連合の下位機関で、スイス・ジュネーブに本部が置かれており、ITU-T以外にも無線通信
部門のITU-R（ITU Radiocommunication Sector）と電気通信開発部門のITU-D（Telecommunication Development 
Bureau）の2つの部門を持っている。ITU-Tは1993年、旧CCITT（Comite Consultatif International Telegraphique et 
Telephonique：国際電信電話諮問委員会）の組織変更で設立された。
ITU-TSの標準化規格は、勧告という形で発表され、モデムなどのアナログ電話網でのデータ通信を標準化したVシ
リーズ勧告、デジタル通信網を標準化したXシリーズ勧告、ISDNを標準化したIシリーズ勧告がある。
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・ITU, ISO及びIECの共通宣言

「フリー」（ RF：Royalty-Free）

「非差別的かつ合理的条件（RAND：reasonable and non-discriminatory）」

「拒否」

の３段階とする。

２ 特許権と標準化機関 ④

◆ 解 説

・ITU, ISO及びIECの共通方針

＊各機関での主要な相違は、現状の各国際標準化機関間のパテント・ポリシーの比較を参照。

RANDとRFの定義

●RAND（Reasonable And Non-Discriminatory）
直訳すると「妥当かつ非差別的に」という意味になる。つまりRANDライセンスが意味するのは、

1. 世界のすべての実装者が利用できる

2. 特許の保有者とその子組織が所有したり管理するすべての権利主張に適用される

3. 勧告ならびに勧告が要求するものの実装に限定して適用できる

4. 特許の保有者とその子組織が所有したり管理するすべての権利主張に対し、相互RANDの供与を条件とすることができる

5. 妥当で差別のないロイヤルティもしくはライセンス料の支払いを条件としてよい

6. 技術、知的所有権の利用に対するそれ以上の条件もしくは制約、あるいは被ライセンス者の行動に関する制約を課してはなら
ない。ただし、監査、適用法の選択、紛争の解決手段などについて、合理的で慣習に沿った規約を定めてよい

ということである。一言で言うとRANDは、「だれにでも分けへだてなくライセンスしなさい。ただし、ライセンス料を徴収してもよい」
というものである。

●RF（Royalty-Free）
RFは、以下の点を除いてRANDと同じ性質を持つ。

1. ロイヤリティ、ライセンス料などの条件を定めてはならない。ただし、RANDで認められている条件のうち、条項5. 以外のものは条
件としてよい

2. 被ライセンス者に対し、その被ライセンス者が保持するすべての権利主張を、だれに対してもロイヤルティ不要で提供することを
要求してよい

3. ライセンス供与者の示すRFライセンスの規約を受け入れないと表明している実装者に、受け入れられていると見なすことはでき
ない

つまり、「だれにでも無料で利用を許可しなさい」ということになる。

◆ 参考資料

Japanese Observation on the new ISO/IEC Patent Policy

Toshio TATSUTA

ISO IPR Panel Member from JISC Japan
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・現在までのISO及びIECの方針 - 3

＊RAND宣言

– 特許権保持者の、世界規模での適切で無差別的条件での、特許実施交
渉義務

– ISO及びIEC事務総長の、特許権宣言入手義務

・現在までのISO及びIECの方針 - 4

＊ 関連した全ての特許権宣言文が入手できるまで、出版差止（CB承認の
場合は例外）

＊ RAND条件が無い場合は、規格原案作成委員会に差戻し

２ 特許権と標準化機関 ⑤

◆ 解 説

•RANDの定義については、前ページに記述。

•現在までのISO及びIECの方針 – 3

•提案者は特許権の所有者に対し、その権利の世界的ライセンスについて、妥当かつ非差別的な条件で、世界中の
申込者との交渉に応ずるとの声明を求める。声明が得られない場合は、その特許に該当する事項を国際規格に含
めてはならない。

•現在までのISO及びIECの方針 – 4

• 特許権者の声明が出されない場合は、理事会の承認無しには国際規格は発行されない。

•国際規格の発行後、規格に該当する特許のライセンスが、妥当かつ非差別的な条件が許可されないことが明らかに
なった場合は、その規格を関連するTC/SCに差し戻す。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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・規格原案

＊関連した定型文言の記載段階

– 規格原案（作業文書）

– 最終出版物

・ISO及びIECの規格原案に記載すべき定型文言

＊この文書の受領者が周知している関連特許権があれば、コメントを付けて通
告書を提出するとともに、関係書類を提出するよう招請する。

２ 特許権と標準化機関 ⑥

◆ 解 説

•特許権宣言文の紹介を行う。

•コメント用原紙に、「コメントと共に、知っている関連特許権を連絡し、裏付け資料を提出する」旨の文章を全てのドラ
フトの表紙に載せる。

•国際規格作成中に特許権の存在が確認されなかった場合は、発行国際規格に、「国際規格の一部が特許の対象
の可能性がある。ISO/IECは特許の確認について責任を持たない」と注意書きを添える。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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・ISO及びIECの出版物―特許権宣言文が無い場合

＊この文書の一部の要素は、特許権の対象となる可能性があることに注意が必
要である。ISO［及び／または］IECは、このような特許権の一部または全部を
特定する責任を負うものではない。

２ 特許権と標準化機関 ⑦

◆ 解 説

•特許権の存在が確認された国際規格には、まえがきに「特許の使用に該当するかもしれないとの注意書きと、特許
権者の名前と住所、ISOとIECは特許権については責任をもたない」との注意書きを載せる。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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・既存のISOとIEC方針の要約（原文）

・ISO, IEC publications –Patent right statements

• “The International Organization for Standardization (ISO) [and/or] Internati
onal Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is 
claimed that compliance with this document may involve the use of a patent 
concerning (…subject matter…) given in (…subclause…). 

• ISO [and/or] IEC take[s] no position concerning the evidence, validity and 
scope of this patent right.

２ 特許権と標準化機関 ⑧

◆ 解 説

次ページにサンプルを掲載。

『和文』

•“国際標準化機構(ISO) [及び/又は]国際電気標準会議(IEC)は、この文書に準拠することは、(…項番号…)に示さ
れている(…主題…)に関する特許の使用を要することがある点に注意を喚起する。

•ISO [及び/又は] IECは、この特許権の証拠、有効性及び適用範囲について関知するものではない。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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IEC中央事務局が受領した
規格関連特許一覧の先頭部分

◆ 解 説

(…項番号…) と (…主題…) の一覧
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• The holder of this patent right has assured the ISO [and/or] IEC that he/sh
e is willing to negotiate licences under reasonable and non-discriminatory te
rms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the 
statement of the holder of this patent right is registered with ISO [and/or] I
EC. Information may be obtained from: 

-... name of holder of patent right …
-... address ... 

• Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this docum
ent may be the subject of patent rights other than those identified above. IS
O [and/or] IEC shall not be held responsible for identifying any or all such 
patent rights.”

２ 特許権と標準化機関 ⑨

◆ 解 説

次ページにサンプルを掲載。

『和文』

この特許権の保有者は、合理的で差別のない条件で、世界中の申請者と使用許諾について交渉する用意のあるこ
とをISO [及び/又は] IECに確約している。これに関して、この特許権の保有者の声明は、ISO [及び/又は]IECに記
録されている。情報は、下記から得られる。

[…特許権保有者の氏名…]

[…住所…]

 この文書の一部の要素は、上記で確認できた以外にも特許権の対象となる可能性があることに注意が必要である。
ISO (及び/又は) IECは、このような特許権の一部又は全部を特定する責任を負うものではない。

◆ 参考資料

ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 2004年
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特許宣言の実例(IEC 61966-2-2)

◆ 解 説

[…特許権保有者の氏名…]

[…住所…]
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◆ 解 説

各国際標準化機関間のパテント・ポリシーの比較

１．現状

標準化活動における知的財産権（IPR）の取り扱い規定であるパテント・ポリシーについては、各国際標準化機関が
それぞれ独自に進めてきた。その結果，国際電気通信連合・電気通信標準化部門（ITU-T）はガイドラインや特許声
明書フォームの策定など積極的に取り組んできた一方、国際標準化機構（ISO）、国際電気標準会議（IEC）の対応
は遅れるなど、機関間の相違が拡大していた。

◆ 参考資料

平成１８年５月１９日 経済産業省 基準認証ユニット 資料９
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・ITU, ISO及びIECの共通方針案

•New proposed policy submitted early 2006

•Approved by ISO/TMB and IEC/CB in February/March 2006

•In front of ITU/TSB IPR adhocgroup in June 2006

＊新しい共通方針案を2006年初頭の起草

＊この案は2006年２月及び３月に、それぞれISO/TMB及びIEC/CBで承認

＊この案は2006年６月にITU/TSB知的所有権グループで審議

２ 特許権と標準化機関 ⑩

◆ 解 説

＊新しい共通方針案を2006年初頭の起草

＊この案は2006年２月及び３月に、それぞれISO/TMB及びIEC/CBで承認

＊この案は2006年６月にITU/TSB知的所有権グループで審議

IPRに関する状況について、JISCは重要課題として各機関が取り扱うべきだと主張し、それが契機となってITU-T、
ISO，IECの３団体が共同で活動する場として世界標準協力（WSC：world standards cooperation）が2004年11月に発
足した。

今回のパテント・ポリシーの統一へ向けた動きでは、WSCが３団体の「共通理解文書（codes of practice）」を策定し
た。この文書は，ISOとIECが従来のパテント・ポリシーを変更し、ITU-Tと共通化することが具体的に示している（次
ページの図を参照）。同文書は2006年３月に開催されたIEC理事会における投票、ISO理事会の会合を経て承認さ
れた。



知的財産活用と標準化 20
出所：平成１８年５月１９日 経済産業省 基準認証ユニット 資料９

◆ 解 説

２．2006 年2 月のTMB に提出された三団体共通のパテントポリシー及びガイドライン案

・ 特許宣言のフォームがHP にあるということを明確に記述

・ 宣言はフリー、RAND、拒否の三段階であることを明確化

・ 出来るだけ早い時期に宣言書を提出することを求める

・ best effort ベースで特許の存在を宣言する

・ 包括宣言（General Patent Statement and Licensing Declaration）を認める

・ 中央事務局が宣言書を集め、必要なTC に連絡する

・ 議長が委員会の中でパテントの存在を確認してもよい

・ データーベースに入手した全ての情報を記録する

・ 発行後にパテントが発見された場合、中央事務局は特許宣言書を、そ

の者に要求する。RAND での提供に合意しない場合は、必要なTC に標

準の見直しをするよう注意喚起する

・ 標準作成に参加していない者がパテントを持っていることが判明し

た場合、中央事務局が特許宣言書の提出を要求する

◆ 参考資料

平成１８年２月２２日 経済産業省 基準認証ユニット 資料３－４

平成１８年５月１９日 経済産業省 基準認証ユニット 資料９



1. ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーについて（Common Patent Policy forITU-T/ITU-R/ISO/IEC ）

IISO 及びIEC においては、標準に関連する技術を対象とする特許権等が存在する場合、その特許権等の権利者から非差別的かつ合理的条件1で特許権等の実施
許諾等を行う旨の声明書の提出を受けるなど、一定の手続を経ることにより特許権等を含む標準を策定することが可能となっています。この様な標準と特許との
関係の考え方を定めたものは“パテントポリシー”と一般には呼ばれ、ISO 及びIEC においてはISO/IEC 業務用指針（ISO/IECDirectives）に規定しています（参
考１）。今般、ITU、ISO 及びIEC の３機関に共通のパテントポリシーが制定され、特許権等を含む標準の取扱いが明確化されるとともに、国際標準化機関にお
いて共通化されることとなりました。このITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーの概要は次のとおりです（ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーの実施ガイドラインの
附属書 1（Annex 1）参照）。

① 国際標準の目的は、システムや技術の互換性を世界的に確保するものであり、標準はだれもが利用可能でなければならない。したがって、標準に
特許権等が含まれる場合であっても、標準はだれもが過度な制約を受けることなく利用できなければならない。

② ISO 及びIEC 並びにITU は、特許権等の証拠、有効性又は適用範囲について権威付け又は理解の情報を与える立場にはない。

③ 入手できる特許権等の情報は、最大限に開示されることが望ましい。

④ 標準の開発に参加する者は、標準に含まれる自社及び他社の特許権等（申請中のものを含む）について、標準開発の当初から注意を喚起すべき
である。

⑤ 標準が開発され、その標準に含まれる特許権等が開示されたとき、次の三つのいずれかが特許権等の権利者より開示され得る。

a) 無償で特許権等の実施許諾等を行う交渉をする用意がある

b) 非差別的かつ合理的条件での特許権等の実施許諾等を行う交渉をする用意がある

c) 上記a)又はb)、何れの意思もない

⑥ 上記⑤の開示を行うに当たって特許権等の権利者は、定型様式の特許声明書を用いてISO 又はIEC 若しくはITU の事務局へ提出しなければなら
いが、定型様式に記載されている選択肢以外の条項や条件や例外事項を特許声明書に追記してはならない。

⑦ 上記⑤の開示においてc)が選択された場合、標準は、その開示された特許権等に依存する規定を含んではならない。

⑧ 特許権等の実施許諾等の交渉に関して、ISO 及びIEC 並びにITU は関与しない。

⑨ なお、ISO 及びIEC においては、この共通のパテントポリシーが、ISO/IEC Directivesよりも優先して適用されます（ISO/IEC Directives は将来、共
通パテントポリシーに整合する改正がなされる予定です）。

2. ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシーの実施ガイドラインについて（Guidelines forImplementation of the Common Patent Policy for ITU-T/ITU-/ISO/IEC）共通
パテントポリシーの実施ガイドラインは、共通パテントポリシーを明確にし、その実施を容易にする事を目的にしています。

3. ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー等に関するURL

共通パテントポリシー等に関する情報は、ISO 及びIEC 並びにITU の各標準化機関の

ホームページ中で、次のURL から入手できます。

①ISO http://www.iso.org/patents/

上記URL からページが開けない場合は、http://isotc.iso.org/isotcportal/index.html ページ中STANDARDS 
DEVELOPMENT の項目下のISO standards and patents からページを開いてください。

①IEC http://www.iec.ch/tctools/patent-guidelines.htm

②ITU http://www.itu.int/ITU-T/ipr/index.html

◆ 参考資料
日本工業標準調査会 ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー及び実施ガイドラインの発効についてhttp://www.jisc.go.jp/policy/pdf/pat_poly_effect20070403.pdf
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ITU/ISO/IEC 共通パテントポリシー及び実施ガイドラインの発効

出所：日本工業標準調査会 http://www.jisc.go.jp/policy/chitekizaisan.html

技術革新の著しい分野における標準化が進む中、特許権等を含む標準が制定され
ています。このような標準の制定及び普及を円滑に進めるため、標準化機関におい
て標準に含まれる特許権等の取り扱いルールを整備していくことが重要である。

我が国においては、日本工業標準調査会（JISC）が、特許権等を含む日本工業規格
（JIS）の制定等に関する手続を規定している。

国際的には、国際標準化機構（ISO）及び国際電気標準会議（IEC）並びに国際通信
連合（ITU）が、標準に含まれる特許権等の取扱いルールをそれぞれ定めていた。

ISO 及びIEC への我が国の加盟機関であるJISC は両機関に対してこのルールの共
通化を積極的に働きかけ、今般、共通のパテントポリシー及び実施ガイドラインが20
07 年3月1 日付けで発効した。

これにより、ISO 及びIEC 並びにITU における特許等を含む国際標準の制定及び普
及が円滑化されることが期待される。

また、ISO 及びIEC における標準化活動への参加に当たっては、標準に関連する技
術を対象とする特許権等にご留意いただき、自社（自己）が有する特許権等が標準
に関連する場合は、できるだけ早くその情報を開示し、特許声明書の提出に努める
ことが必要となる。
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３ 企業とライセンス問題 ①

• 機械系・電機系の産業では、一つの製品に多くの特許が関わっているため、企業の
間で多くの特許をまとめて利用しあう「クロスライセンス」が行われる

クロスライセンス

A. 元の権利者
（ライセンサー）

C. 新権利者
（Ｂと未契約）

Ｂ． 利用者
（ライセンシー）

① ライセンスの契約

② 権利譲渡や破産後の競売

③ 権利志願訴訟

クロスライセンスが問題になる場合

◆ 解 説

•クロスライセンスとは

「クロスライセンス」とは、特許の権利者がそれぞれの所有する権利を相互（クロス）に特許技術の実施権を許諾（ライ
センス）すること。

特許を保有するそれぞれの権利者が「クロスライセンス」（相互に実施権を許諾）することで権利関係の制約が緩和さ
れ、製品を製造しやすくなる

特許庁に実施権（Ｂがライセンシーであること）が登録されていないと、図のように、元の権利者Ａと利用者Ｂとがライ
センス契約した後、Ｃに権利が譲渡されると、ＣとＢとの間の契約が存在しないため、Ｂはその後知財を利用できなく
なる可能性がある。

その結果、最近よくある事業再編や企業倒産によって知財流通や知財活用が阻害され、関連産業が停滞し、国内
企業の国際競争力低下につながることが懸念されている。もちろん、最初のライセンス契約に、権利を第三者に移転
する場合にライセンシーの同意を得ることを必要とする旨の条項を盛り込むことはできるが、現行制度では、新権利
者の保護が優先されるのが実状である。

特にクロスライセンスした相手が企業買収に遭うと厄介だ。買収した企業がライセンス対象の事業に携わっているな
らまだ再交渉の余地があるが、先方がこちらの権利に興味がなければ、クロスライセンスは解消し対象事業を継続で
きなくなる場合もある。
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• 多数者が利用できる共有資源が乱獲されることによって資源の枯渇を招い
てしまうこと。共有地の悲劇ともいう。

コモンズの悲劇

３ 企業とライセンス問題 ②

• 研究などの私有化が進み、知的財産権の蔓延による研究成果や技術の利
用が制限される現象である。

• 共有されるべき財産が細分化されて私有され、社会にとって有用な資源の活
用が妨げられることを指す。

アンチコモンズの悲劇

◆ 解 説

•コモンズの悲劇とは

多数者が利用できる共有資源が乱獲されることによって資源の枯渇を招いてしまうこと。共有地の悲劇ともいう。

例えば、共有地（コモンズ）である牧草地に複数の農民が牛を放牧する。農民は利益の最大化を求めてより多くの牛
を放牧する。自身の所有地であれば、牛が牧草を食べ尽くさないように数を調整するが、共有地では、自身が牛を増
やさないと他の農民が牛を増やしてしまい、自身の取り分が減ってしまうので、牛を無尽蔵に増やし続ける結果にな
る。こうして農民が共有地を自由に利用する限り、資源である牧草地は荒れ果て、結果としてすべての農民が被害を
受けることになる。

•アンチコモンズの悲劇とは

研究などの私有化が進み、知的財産権の蔓延による研究成果や技術の利用が制限される現象である。

共有されるべき財産が細分化されて私有され、社会にとって有用な資源の活用が妨げられることを指す。

例えば、研究などの私有化が進むと、研究成果は知的財産権によって保護され、それによって研究成果や技術の
利用が制限される。ゆえに社会は有用な研究成果や技術などが使えなくなる。

知的財産権については権利関係が複雑であることが一般で、それを使用するために必要な交渉を行なえば、交渉コ
ストが高くつき、効率性は最悪になる。

コモンズの悲劇では資源の過大消費が問題になるのに対し、アンチコモンズの悲劇では、資源の過少消費が社会
に不利益をもたらすということで問題となる。
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• 上流の特許：

– 遺伝子の特許を使用しなければ、その後の医薬品の開発ができない

– 研究開発の上流に位置する多くの特許がその後の開発に不可欠な場合、
下流に位置する医薬の開発に企業は参入しにくくなる

– 応用的な開発研究の妨げになる

パテントプールが必要とされる

パテントプール

３ 企業とライセンス問題 ③

◆ 解 説

•パテントプールとは

パテントプールとは単純なクロスライセンスが進展したもので、２者以上の特許権を持ち寄って共同にし、お互いに使
用し合うケースのこと。

中には、それぞれの特許を特定の会社や団体などに集め、そこからライセンスを受ける形態を取ることもある。

このパテントプールの方式は、無駄な特許紛争を避ける意味での効果もある。

•アウトサイダーとは

アウトサイダーとは、集合的ライセンスのスキームに参加していない必須特許保有企業のことを指す。
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パテントプールの事例

• 動画データ圧縮技術（ＭＰＥＧ２等）

米国のＭＰＥＧ ＬＡ社は、「MPEG-2」の必須特許を一括ライセンスする業務
を開始しており、出資者でもある1大学9社の特許権者から30以上の特許ラ
イセンスを受け、これらを一括して希望する企業らにサブライセンスしている。

日本の大手電気メーカを含め３０を超える企業・大学が構成員（単なるライセ
ンシーを含めると約１千社）となり、約８００件の知財を管理する。

３ 企業とライセンス問題 ④

◆ 解 説

パテントプールは、限定した事業者で業界を寡占しようとする目的で設立されることもあるが、これ以外にも先端技術
が標準・規格と直結する分野でも多く確認できる。例えば、通信技術やデータ圧縮技術などは、優れた先端技術が
直ちに国際標準になるケースが多い。このようなＩＴ（情報技術）分野の業界には、パテントプールがいくつか存在す
る。

有名なパテントプールの１つとして、動画データ圧縮技術（ＭＰＥＧ２等）に関する米国のＭＰＥＧ ＬＡ社が挙げられ
る。日本の大手電気メーカを含め３０を超える企業・大学が構成員（単なるライセンシーを含めると約１千社）となり、約
８００件の知財を管理する。また、ＮＴＴドコモなどが参加しているＷ－ＣＤＭＡ（第３世代移動体通信方式）のパテント
プールも有名。

そして、最近話題になっているのがＤＶＤ規格に関与しているパテントプールである。東芝が幹事の「ＤＶＤ６Ｃライ
センシングエージェンシー」と、フィリップス・ソニー・パイオニアなどの「３Ｃグループ」とで、規格が統一されないまま
製品が市場に投入され、一般消費者レベルでも話題になっている。

パテントプールは元来米国で発展した考え方である。ミシンやラジオに関する技術などでその仕組みの原型ができ
たと言われている。その米国では、パテントプールを介した取引や交渉が、反トラスト（独占禁止法）と絡んで訴訟に
発展することがしばしばある。日本では特許権侵害損害賠償額として過去最高額で話題になったパチスロ事件（ア
ルゼとサミーの裁判に日本電動式遊技機特許株式会社が参加）において、パテントプールの存在や運営が争点に
なった。
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ホールド・アップ問題

• 当初は技術標準の策定に参加していた者が所有する特許の存在を意図的に明
らかにしないまま、その後パテント・プールには参加しないで，技術標準が確立し
た後にその技術を使用した者に対して権利を主張・行使する行為のことを指す。

• 代表される恣意的な行為への実効的な対抗力が弱い。たとえ悪意に基づいた
行為であったとしても、権利者の意志に反して標準化を進めた場合，権利者は
侵害行為として訴える可能性がある。特に米国においては「意図的な侵害」に対
する懲罰的な「３倍賠償」規定があるため、強硬な対応はより困難である。

３ 企業とライセンス問題 ⑤

1995年 Dell Computer同意審決

2002年 JPEG事件

2002年 Rambus社事件

特許権者による実施許諾料の要求例（ホールド・アップ問題）

出所：日経BP知財Awareness

◆ 解 説

ホールド・アップ問題

（例）「ランバス事件」

ランバスの特許というのはDRAMの標準に関連したもので、米国のFTC（米連邦取引委員会）との間で独禁法の訴
訟が現時点でも続いている。FTCはランバスを、基本的には標準の過程で議論に参加しておきながら必須特許の出
願意図を開示せずに、標準が広まってから権利を獲得し行使をしたといっており、それはFTC法の5条に違反すると
いうことで訴えた。ところが、標準化機関の開示ルールがそこまで開示を求めていないということがあったために、
FTCの行政裁判でFTC側が敗訴した。

・参考資料

独立行政法人 経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/bbl060330.pdf

「ホールドアップ問題」に関しての指針を整備
国際的な技術標準の獲得活動を促進する上では、いわゆる「ホールドアップ問題」への対応も重要である。ホール

ドアップ問題とは、例えば、当初は技術標準の策定に参加していた者が所有する特許の存在を意図的に明らかにせ
ず、その後パテント・プールには参加せずに、技術標準が確立した後にその技術を使用した者に対して権利を主
張・行使する問題である。日本における有効な解決手段としては独占禁止法による制限が考えられるが、従来のガイ
ドラインでは、どのような場面で独占禁止法違反になるかが明示されていなかった。この点についても、「規格の標準
化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方（案）」は具体的な考え方を提示しており、意見を
聴取している。

◆ 参考資料

日経BP知財Awareness http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/eto20051222.html

経済産業省・工業標準調査室長 江藤 学氏に聞く（中）
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サブマリーン特許

• 米国では、継続出願制度（2000年5月29日以降は継続審査制度）という独特の
制度があり、出願日を維持しながら、出願内容を次々に変更していける。

• 一部継続出願では、最初に出願した内容に新たに付け加えることが出来る。

サブマリーン特許

３ 企業とライセンス問題 ⑥

◆ 解 説

サブマリン特許とは、以前の米国の特許制度固有の問題である。長年の審査後に成立された特許が突然効力を発
揮することにより、特許と知らずにその技術を利用していた人たちに対して、突如浮上する潜水艦のごとく、特許のラ
イセンス料（ロイヤルティ）が発生する、というものである。現在は、米国の特許法が改善され、こうした問題は基本的
にはなくなった。

（例１）

DRAMにおけるランバスというベンチャ会社の特許は、最初は１つの出願だったが、分割、分割で権利行使がしや
すいように明細書内容を変えてきている。こうしたことは、出願当初から例えば、実施例を異なった分野の違った例を
たくさん記述しておくなど、予めもくろんでおかないとできないことであるから、如何に出願前の活動が重要かが分か
る。

（例２）

サブマリン特許そのものではないが、似たような例として、画像形式「GIF」についての特許問題がインターネット関
連では有名である。GIF形式の画像はJPEG形式とともにWebブラウザの標準の画像形式としてサポートされ、広く用
いられている。しかし、このGIFファイルで用いられる圧縮アルゴリズム「LZW」で特許を持つユニシスが、インターネッ
トでGIFが普及した後に、それまで一部を除いて無料だったライセンス料を、一般ユーザーも含めて広く徴収するよう
に方針を変更し、大きな問題となったことがあった。

◆ 参考資料

萩本英二の知的財産講座

http://www.caravan.net/eis/online/index05.html
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・技術標準の策定・普及を妨げる必須特許

＜問題点＞

1. 国際標準の中に特許権が埋め込まれている場合、国際標準を活用しようと
した時、特許権のライセンスも同時に受けなければいけない。

2. 技術が複雑化し特許権の保有者が複数存在する場合に複数の特許権のラ
イセンスをまとめて受けることができるパテント・プールもあるが、合理的なロ
イヤリティの水準が明確になっておらず必須特許が多くなれば支払うロイヤリ
ティも多くなる。

４ 特許権と国際標準化 ①

◆ 解 説

・必須特許とは

必須特許とは、規格の特定の内容を技術的に実施できる唯一の特許のことであり、規格の内容を実施する上で他
の技術的手段を選択することが可能な場合には、プラットフォームの対象となる必須特許とは認定されない。

プラットフォームへの参加は、いかなる者に対しても開放されており、また、いったん参加した事業者も１年前までに
届出を行うことにより、プラットフォームから脱退することができる。規格の必須特許を有しているもののプラットフォー
ムに参加する意思のない特許権者は、プラットフォームに拘束されることなく、いかなる事業者に対しても当該特許の
ライセンスをすることができる。

従来、発明者は，市場で決まる製品価格に対して１～５％のロイヤリティを得ていた。しかし、今後は多数の発明者
や企業が一つの製品の開発に関与するようになるため、それぞれの発明者や企業が１～５％の特許料を得ると製品
価格に占める特許料が大きくなりすぎる一方、１～５％の特許料を複数の発明者や企業で分け合うと特許収入が小
さくなりすぎるようになる。

（例）「移動体通信システムに係る技術規格」

必須特許はGSM規格においては400以上、これに関連する特許取得者は30以上だった。W-CDMAではさらに多く
なり、必須特許が1,400以上、特許取得者が40以上に達する。

◆ 参考資料

公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/
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＜現状での対応策＞

1. 共同で活動する場として2001年11月に世界標準協力（WSC：world stan
dards cooperation）が発足した。メンバーは現在ITU、ISO、IECの３団体で
ある。

2. ITU、ISO、IECにおけるパテントポリシー（標準化活動における知的財産権
（IPR）の取り扱い規定）の統一、ガイドラインの作成及びパテントポリシー運
用に関するＦＡＱ（Frequently Asked Questions）の作成。

3. ＲＡＮＤ（Reasonable And Non-Discriminatory)条件の明確化、規格策定
段階での特許調査の実施、必須特許の申告制度、パテントプールの参加
意思の確認等。

4. 独占禁止法の適用可能性の検討。

４ 特許権と国際標準化 ②

◆ 解 説

1. ITU、ISO、IECにおけるパテントポリシー（標準化活動における知的財産権（IPR）の取り扱い規定）の統一、ガイド
ラインの作成及びパテントポリシー運用に関するＦＡＱ（Frequently Asked Questions）の作成。

2. ＲＡＮＤ（Reasonable And Non-Discriminatory)条件の明確化

技術の標準化に関する最も大きな問題は，その標準化技術に含まれる特許の利用である。
一般に，標準化技術に含まれる必須の特許は，「合理的かつ無差別（reasonable and non-discriminatory：
RAND）」に実施許諾する義務を，標準化団体などがパテント・ポリシーとして定めている（以下「RAND方針」）。し
かし，最近は，技術の標準化活動が大規模になり，１つの標準化技術に含まれる特許や開発に関わった権利者
が多数になる傾向があり，その結果として，標準化技術の利用に際して膨大な実施料を要する場合が生じている。

要因の１つは，RAND方針が権利者単位で義務付けられている点にある。例えば，標準化団体に参加していな
い者に対する実施料を「利益の１％」と定めた必須特許について，「１％」という実施料自体はRAND方針に適格
であっても，複数の権利者が存在する場合，実施料は積み上げられてしまう。単純にいえば，権利者が10社の時
の実施料は10％に，100社ならば100％である。この数字は極端な例であるが，高額な実施料が第三者の参入障
壁になる場合が実際に生じている。

4. 独占禁止法の適用可能性の検討。

特許権利者が、共同の標準策定作業に参画しながら、意図的に当該特許の存在を明らかにせず、当該特許を
含む技術を必須なものとする技術標準が確立された後になって特許権を主張するなどして標準化を著しく阻害
する、又はこのような行為を通じて自らの独占的地位の維持を図る行為等に対する独占禁止法の適用可能性に
ついて、公正取引委員会は国内企業ヒアリング及び海外調査の結果を踏まえてさらに検討を進める。

◆ 参考資料

日経BP知財Awareness http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/gov/20060524.html



知的財産活用と標準化 30

• 公的な機関が認証する国際標準（デジュール標準）
• 複数の企業などが連携して統一的な規格を策定するコンソーシアム基準や

フォーラム基準、に大別できる

標準の種類 標準化組織 特 徴 例

デジュール標準 公的標準化組織 1) 開放性・透明性・コンセンサスベース

2) 欧州の米国への対抗手段

フォーラム標準 特定技術分野の標準化の
ために任意で組織化

1) 企業間の連携の下、開放性・透明性のある
プロセスを経て作成

2) 短期間

3) 米国 IT 系が多い

コンソーシアム標準 特定方式を推す企業連合 1) 同一分野の複数組織間による競争

デファクト標準 単独に企業が独自に設定 1) 市場競争の結果による製品そのものが標準

2) 米国企業に多い

注1) 一般的に標準というとこのデファクトとデジュールを混同して理解している人が多い
注2) フォーラム標準はコンソーシアム標準と混同されることも多い

５ 企業戦略としての国際標準化 ①

◆ 解 説

■デジュール標準とフォーラム標準

★ここでは標準規格の作成組織別分類を解説する

（１）デジュール標準：

デジュール標準はISO、IEC、JTC 1、ITUなど公的標準化組織によって策定されるものであり、開放性・透明性が要求される。た
だし１国１票制のため欧州勢が力を持っている。反対国も審議に加わり、コンセンサスベース（反対国の意見も聞き、最終的に多
数決で採決）のため、規格作成に時間がかかる。しかしWTO/TBT協定により、その効力は今後絶大的なものとなる。

（２）フォーラム標準：

コンソーシアム標準と混同されることも多いが、特定技術分野の標準化のために任意で組織化され、企業間の連携の下、開放
性・透明性のあるプロセスを経て作成っされる標準で、規格策定に参加したい企業だけが参加するので、策定の時間が短い。こ
のためＩＴ分野ではデジュール標準によらず、フォーラム標準が国際標準となるケースも多い。

（３）コンソーシアム標準：

特定方式を推す企業連合が同一分野の複数組織間による競争（技術、仕様の突合せ）により規格を策定する。このため競争と
協力の複雑な利害関係の中で策定されることになるが、規格化競争に勝っても、同じ規格の中での競争が待っており、標準化の
覇権競争に勝っても事業の成功に直結しないこともある。ＡＶ機器分野ではこのコンソーシアム標準が国際標準となるケースも多
い。

（４）デファクト標準：

単独又は特定の企業連合が独自に策定する規格で、市場競争の結果により、製品そのものが標準となったものを指すことが多
い。圧倒的な市場シェアを獲得しないと、このデファクト標準の地位を獲得できないが、収益を独占できるメリットがあり、米国企業
はこの形態を採る傾向が強い。（ＭＳ社など）

★一般的に標準というとこのデファクトとデジュールを混同して理解している人が多いが、デジュール標準とデファクト標準はその
性格が全く異なることを理解されたい。また経営、技術の面で圧倒的に市場でのプレゼンスが高い米国のデファクト標準製品に
対し、欧州企業がデジュール標準で対抗しようとする側面を理解すると、デジュール標準とデファクト標準の違いが認識できる。

◆ 参考資料

標準化教育プログラム 共通知識編教材「第16章 先端技術と標準」より引用
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・技術標準と必須特許

＜必須特許の数が多い原因＞

1. 最近の標準の対象になっている技術は非常に高度なもので、多数の技術
分野をカバーしていて技術要素が多い。

2. 研究開発競争が世界的に激しくなってきている。

3. 互換性標準は最終的には1つが優位を占めるが、勝ちそうなところに技術
を提供して標準を拡張しようという動機が働く。それを「互換性標準のバン
ドワゴン効果」という。

4. 特許の継続的な出願制度というのがあるが、当初出願の優先日を利用し
て事後的に特許権を増やすことができる。これがかなり高頻度で使われて
いるという実態がある。

６ 企業戦略としての国際標準化 ②

◆ 解 説

・技術標準と必須特許

1. 必須特許の数が多いという単純な事実がある。最近の標準規定型パテント・プールの情報を使って、各標準にど
の程度の特許があるのかを調べてみると、たとえばMPEG2では、2004年時点で22企業と1大学、644特許、127の
パテント・ファミリーがあり、非常に多数の企業がたくさんの特許を持っていることが分かる。

2. これほど多数の必須特許がある理由として、4つ程原因があると思われる。1つは、最近の標準の対象になってい
る技術は非常に高度なもので、多数の技術分野をカバーしていて技術要素が多いということである。2番目は、研
究開発競争が世界的に激しくなってきているということである。3番目に、互換性標準は最終的には1つがドミネー
トするので、勝ちそうなところに技術を提供して標準を拡張しようというインセンティブが働く。4番目に、特許の継
続的な出願制度というものがあり、当初出願の優先日を利用して事後的に特許権を増やすことができるわけで、
これがかなり高頻度で使われているという実態がある。

・必須特許の多数性

原因

(1) 特定の機能を果たす製品あるいは部品の技術要素が多い。

(2) それぞれの分野で多くの企業が世界的に研究開発競争に参加。

(3) 参加者を限定しないオープンな標準の形成プロセス＋互換性標準のバンドワゴン効果。

(4) 特許の継続的な出願制度。

◆ 参考資料

独立行政法人 経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/bbl060330.pdf
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５ 企業戦略としての国際標準化 ③

◆ 解 説

＜必須特許の確定時期について＞

技術ができて特許が取得された後に標準ができるのではなく、実際には標準規格の決定時に必須特許は確定して
いない。

MPEG2とDVDで、各必須特許毎にそれぞれ規格の決定時点と、それ以後に出願あるいは登録されたもの
を調べてみても、出願日が規格決定よりも後のものも多いことが分かる。MPEG2で10%、DVDで70%ぐらいで
ある。つまり、規格が決定された時点ではまだ特許が出願されていないということになる。

規格の決定時に必須特許は確定していないMPEG2の場合、ライセンス開始時期(1997年７月)には125特許であっ
たのが、7年後には644特許と特許件数で約5倍に。当初メンバーに固定しても125特許から427件に増加。

・原因

1.出願と登録との間のタイムラグ。

2.標準仕様の変化。

3.出願時点が規格決定時点あるいはライセンス開始後である必須特許の数も相当存在→継続的出願(一部継続出
願) はそれを可能にした。

◆ 参考資料

独立行政法人 経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/bbl060330.pdf
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• 収益性が高い点もパテント・プールの特徴である

• パテント・プールの活用が企業の知財戦略のカギになる

· 短期的課題は「パテント・プールを安定・充実させること」である

５ 企業戦略としての国際標準化 ④

◆ 解 説
•収益性が高い点もパテント・プールの特徴である

RAND方針における実施料の積み上げ問題が影響し、最近は標準化活動におけるパテント・プールの活用に対する関心が急速に高まっている。パテント・プールは
原則的に標準化技術を単位としてライセンスすることを目的としているからである。

現在活動中のパテント・プールは、事業的にもおおむね成功を収めている。実際に参画している当社の経験からも、パテント・プールは、研究開発面・収益性面の両
方において高い可能性を持つ事業活動だといえる。

パテント・プールは、保護と活用の双方を目的としている点、そのバランス維持が重要な点において根本的にオーソドックスな知的財産活動である。ただし、パテント・
プールへの参加は任意が原則であって決定的な強制力がないこと、独占につながるような権利強化は法的に制限されることなど、特有の課題がある。

•パテント・プールの活用が企業の知財戦略のカギになる

パテント・プールは収益性が高い事業活動であり、今後は各企業の知財戦略において積極的に活用されると思われる。標準化活動との関連では、新たにバイオ産
業などでパテント・プールの形成が必須になるだろう。従来のエレクトロニクス産業などにおいても、活用の機会が増えそうである。また，これまでは大企業の利用が中
心だったが、将来は中小・ベンチャー企業、さらにジョイント・ベンチャーなどを通じた活用が期待できる。

こうした新たなニーズに対応して、標準化技術やパテント・プールに関する既存制度を改善していくことが必要になる。RAND方針に関しては、標準化技術を単位にす
るパテント・ポリシーの確立など，パテント・プールに関しては、権利範囲を基準とする実施料設定の容認や独占禁止法上の取り扱いを明確化することなど、多様で柔
軟な制度を整備することが肝要である。

•短期的課題は「パテント・プールを安定・充実させること」である
短期的には、パテント・プールを安定・充実させることが大きな課題である。パテント・プールを利用しやすくし、知的財産権の権利を安定させることによって、標準化

活動への参加者の負担やリスクを軽減する。そのためには、

（ａ）パテント・プール形成に関するガイドラインやフォーム、パテント・ポリシーの整備支援

（ｂ）標準化活動における知的財産権の取り扱いに関するルールの明確化・共通化（裁定実施権，独占禁止法との関係など）

（ｃ）ホールド・アップ問題など事業停止リスクを低減する仕組みの策定

（ｄ）特許調査に関する企業負担の軽減（包括宣言の容認）

（ｅ）内包する特許の必須性を客観的に判断・評価する第三者機関の整備，などが必要である。

（ｂ）に関連して、公正取引委員会は「規格の標準化に伴うパテント・プールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」（公正取引委員会Webサイト、６月29日を参照）
を2005年６月に公表した。また、（ｄ）については，JISなど公的な日本国内の標準に関してWebサイトなどを活用する「公開制度」の導入を検討中である。加えて、訴訟、
倒産、企業買収・合併などの場面におけるパテント・プールの保全対策も検討するべきである。
以上の課題の達成とともに、長期的には、

（ア）標準化機関が必須特許の判断などで責任を持つ体制の可能性

（イ）標準化作業とパテント・プール整備を一体化して行うことのメリットとデメリット

（ウ）世界知的所有権機関（WIPO）や各国の特許庁など公的機関が特許調査に協力できる可能性、などを検討し、標準の普及に資する知的財産取り扱
い制度を実現していくべきだろう。

◆ 参考資料

日経BP知財Awareness
http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/benrishikai20050927.html
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６ 産学連携・特許 ①

出所；経済産業省 大学連携推進課

ＴＬＯ ： Technology Licensing Organization（技術移転機関）

◆ 解 説

標準化を効果的に活用するためには、企業および大学等の連携を強化するとともに、政府も積極的に関与すること
により、日本発の技術の世界市場への普及を促進することができる。

ここでは、産と学の仲介を行うTLOについての紹介を行う。

ＴＬＯ

Technology Licensing Organization（技術移転機関）の略称。大学の研究者の研究成果の特許化し、それを企業
へ技術移転する法人であり、産と学の「仲介役」の役割を果たす組織である。大学発の新規産業を生み出し、それに
より得られた収益の一部を研究者に戻すことにより研究資金を生み出し、大学の研究の更なる活性化をもたらすとい
う「知的創造サイクル」の原動力として産学連携の中核をなす組織である。

ＴＬＯの必要性

◇我が国の大学等には、研究資源の多くが集中しており、その成果の中には新規産業の「シーズ」として有望なもの
が多くあるが、それが産業に十分活用されているとは言えなかった。

◇企業（メーカー）には研究部門とは別に特許管理を専門に行う「知的財産部」があるのに対し、大学にはそうした組
織が従来存在しなかったことに大きな問題があり、大学の研究成果の特許化及び企業への移転（ライセンシング）を
行うＴＬＯの必要性が認識されるに至った。

◇これを受け、各大学におけるＴＬＯの設立を政策的に支援する「大学等技術移転促進法」（通産省・文部省提出）
が平成１０年５月に制定され、８月から施行された。

◇ＴＬＯが整備されることによって、研究者は研究に専念しながらその成果の特許化・産業化によって更なる研究資
金を得るという「知的創造サイクル」の仕組みが実現する。

◆ 参考資料

経済産業省 大学連携推進課

総合科学技術会議 http://www8.cao.go.jp/cstp/
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６ 産学連携・特許 ②

出所；経済産業省 大学連携推進課

◆ 解 説
産学連携の系譜

【平成10年】

◇「大学等技術移転促進法」(TLO法)策定⇒TLO（技術移転機関）の整備促進

◇「研究交流促進法」改正⇒産学共同研究に係る国有地の廉価使用許可

【平成11年】

◇『中小企業技術革新制度』（日本版SBIR）の創設

◇「産業活力再生特別措置法」策定⇒日本版バイドール条項・承認TLOの特許料1/2軽減

◇日本技術者教育認定機構（JABEE）設立

【平成12年】

◇「産業技術力強化法」策定⇒承認・認定TLOの国立大学施設無償使用許可、大学教員のTLO役員・研究成果活用型企業の役員・株式会社監査役との兼業許可

【平成13年】

◇『平沼プラン』で「大学発ベンチャー3年1000社計画」発表

【平成14年】

◇「蔵管一号」改正⇒大学発ベンチャーの国立大学施設使用許可

◇ＴＬＯ法告示改正⇒承認TLOの創業支援事業円滑化

【平成15年】

◇「知的財産基本法」策定→大学は人材の育成、研究、その成果の普及に自主的かつ積極的に努める責務

◇「学校教育法」改正⇒専門職大学院制度創設、学部・学科設置の柔軟化

アクレディテーション制度導入（平成16年度から）

【平成16年】

◇「国立大学法人法」施行⇒教職員身分：「非公務員型」、承認ＴＬＯへの出資

◇「特許法等の一部改正法」施行⇒大学、TLOに係る特許関連料金の見直し

【平成17年】

◇「大学発ベンチャー1000社計画達成！！（１１１２社）

◆ 参考資料
経済産業省 大学連携推進課
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６ 産学連携・特許 ③

出所；経済産業省 大学連携推進課

承認年
度

内部ＴＬＯ

（１６機関）

外部ＴＬＯ

（３１機関）

‘９８

（株）東京大
学ＴＬＯ

関西ティー・エ
ル・オー（株）

（株）東北テク
ノアーチ

‘９９

早稲田大学
産学官研究
推進ｾﾝﾀｰ

慶応義塾大
学知的資産
センター

（有）山口
ティー・エル・
オー

北海道ティー・
エル・オー（株）

‘００

（財）新産業創
造研究機構

（財）名古屋産
業科学技術研
究所

（株）産学連携
機構九州

東京電機大学
産官学交流セ
ンター

‘０１

明治大学知的
資産センター

よこはまティーエ
ルオー（株）

（株）テクノネッ
トワーク四国

（財）生産技術
研究奨励会

（財）大阪産業
振興機構

（財）くまもとテク
ノ産業財団

農工大ティー・
エル・オー（株）

（株）新潟
ティー・エル・
オー

‘０２

（株）三重
ティーエルオー

日本医科大
学知的財産・
ﾍﾞﾝﾁｬｰ育成
（TLO）ｾﾝﾀｰ

（財）浜松科学
技術研究振興
会

（株）鹿児島
TLO

（有）金沢大
学ティ・エル・
オー

（株）キャンパス
クリエイト

広域型

（２３機関）

（財）北九州
産業学術推
進機構

‘０３

（株）みやざ
きＴＬＯ

承認TLO（４７機関）の設置形態承認TLO（４７機関）の設置形態

（有）大分
TLO

東京理科大
学科学技術
交流センター

（財）ひろしま
産業振興機
構

‘０４

（財）岡山県
産業振興財
団

平成２０年７月現在

（株）長崎
TLO

（株）オムニ
研究所

‘０５

佐賀大学
TLO

（株）豊橋
キャンパスイ
ノベーション

千葉大学産
学連携・知
的財産機構

‘０６

日本大学産
官学連携知
財センター

（ＮＵＢＩＣ）

（株）信州
TLO

‘０７

東京工業大
学産学連携
推進本部

富山大学知
的財産本部

群馬大学研
究・知的財産
戦略本部

奈良先端科
学技術大学
院大学産官
学連携推進
本部

山梨大学産
学官連携・
研究推進部

タマティーエルー
オー（株）

‘０８

神戸大学支
援合同会社

内部ＴＬＯ 国立大学法
人

私立大学

外部ＴＬＯ
（一対一型）

外部ＴＬＯ
（広域型）

東京医科歯
科大学技術
移転センター

東海大学産
官学連携セン
ター

承認TLOの関与した特許出願件数及びロイヤリティ等収入の推移

◆ 参考資料

経済産業省 大学連携推進課

280

618

1,145

1,335

1,679

1,226

1,054
1,158

2,693

37 73

208
284

654 699 681

348

1,335

20,394

128,201
300,061

410,191
534,151

2,904,607

836,552

690,733
827,480

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成１１年度 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

国内出願件数（左軸） 外国出願件数（左軸） ロイヤリティ等収入額※（右軸）

（特許出願件数） （（千円）



◆ 解 説

・共同開発のきっかけ（ウォーターオーブン／ヘルシオ ）

大阪府立大学

環境浄化技術のひとつとして過熱水蒸気を研究

SHARP

環境、健康に貢献できる商品開発・業務用過熱水蒸気調理器に注目・家庭用調理器として利用を検討

過熱水蒸気技術を加熱、調理へ応用新規な出口で両方のマッチングが可能で、産学連携のモデルとなった。

◆ 参考資料

文部科学省 平成18年版科学技術白書

産学官連携ジャーナル http://sangakukan.jp/journal/
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６ 産学連携・特許 ④

・産学連携が生んだヒット商品

ウォーターオーブン／ヘルシオ

出所：文部科学省 平成18年版科学技術白書

ユビキタスコンピューティング

極低温電子顕微鏡装置
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1. 特許権と標準化機関の関係と方針を理解した。

国際標準の中に特許権を付随さす場合の原則と、標準化機関の対応について
理解した。

2. 特許権と標準化の関係を理解した。

国際標準の中に特許権が付随している場合の問題点と、現状での対応策を
知った。

3. 国際標準と企業戦略の関係を理解した。

国際標準に積極的に取り組む企業が、戦略的に特許権を活用する場合に必要
な人材と、その他問題点と課題を理解した。

まとめ ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化

◆ 解 説

１．特許権と標準化機関の関係と方針を理解した。

国際標準の中に特許権を付随さす場合の原則と、標準化機関の対応について理解した。

２．特許権と標準化の関係を理解した。

国際標準の中に特許権が付随している場合の問題点と、現状での対応策を知った。

３．国際標準と企業戦略の関係を理解した。

国際標準に積極的に取り組む企業が、戦略的に特許権を活用する場合に必要な人材と、その他問題点と課題を
理解した。
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＜基礎問題＞

1. 特許を申告する場合の、宣言の種別を３つ示せ。

2. パテント・プールについて説明せよ。

3. デジュール標準、フォーラム標準について説明せよ

4. 必須特許とは何か、説明せよ。

5. RANDとRFの定義を簡潔に述べよ。

演習問題A ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化

◆ 解 説

・解答

＜基礎問題＞

1. Free、RAND、Not Licensing。

2. 技術が複雑化し特許権の保有者が複数存在する場合に複数の特許権のライセンスをまとめて受けることができる
ことをパテント・プールと言う。

3. デジュール標準の「デジュール（de jure）」とは、フランス語で「正式な」とか「法律上の」といった意味で、国や国際
機関といった公的な機関・組織で作られたものを指す。標準を作る過程のプロセスは基本的にオープンであり、
デジュール標準とはいわば公的標準と言える。身近なデジュール標準としては、例えば、A4、B5といった紙のサ
イズや、HB、2Hといった鉛筆の芯の固さ・濃さなどがある企業などのグループで作ったものを、フォーラム標準
（あるいはコンソーシアム標準）と呼ぶ。関連業界の大多数の企業が参加して作る場合には、デジュール標準に
似た性格を持つ。

4. 必須特許とは，規格の特定の内容を技術的に実施できる唯一の特許のことであり，規格の内容を実施する上で
他の技術的手段を選択することが可能な場合には，プラットフォームの対象となる必須特許とは認定されない。

5. RAND ： だれにでも分けへだてなくライセンスして良い。ライセンス料を徴収しても良い。

Free ： だれにでも無料で利用を許可して良い。
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＜応用問題＞

1. 国際的な標準化活動を積極的に推進するために必要と思われる取り組みを

３つ挙げなさい。

1. 「包括ライセンス」，「包括クロスライセンス」 について説明しなさい。

演習問題B ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化

◆ 解 説

・解答

＜応用問題＞

1. （１） パテント・プールの形成などにより、ライセンシーの保護制度を整備すると共に，第三者の特許問題を解決する。

（２）国際標準に特化した専門性の高い人材の育成。

（３）国家プロジェクトとして取り組む必要がある。

２．「包括ライセンス契約」

包括ライセンス契約は、ライセンサ（実施許諾者）が自社の保有する特許権について技術分野や製品分野を特定し、ライセン
シ（実施権者）に対して「包括的に」ライセンスを行う契約形態。

「包括クロスライセンス契約」

包括クロスライセンス契約の場合は、双方が保有する特許権をライセンスし合うため、契約当事者は「ライセンサであると同時
にライセンシ」となる。

こうした包括的なライセンス契約は、任意の事業分野を広範に対象に含めることが可能なため、事業化においては、あくまで
特許権の権利範囲を対象とする「権利ベース」のライセンス契約よりも効果的に特許侵害リスクを抑制できる。加えて，包括ク
ロスライセンス契約の場合は、相手が保有する特許権の実施だけでなく、双方の「情報開示」という意味では、調査費用など
のコスト削減や将来的な権利侵害リスクの回避などのメリットがあり、特に研究開発活動の効率化が図れる。知的財産戦略，
知的財産経営の観点からも、包括クロスライセンス契約は、既存の実施事業のリスク回避と競争力の向上に加え、将来的な研
究開発活動の自由度の確保につながる重要な戦略的手段である。

◆ 参考資料

日経BP知財Awareness

http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/marushima20061013.html
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• ISO/IEC 専門業務用指針 第１部 専門業務の手順 第５版 2004年

• ISO/IEC 専門業務用指針 第２部 国際規格の構成及び原案作成の規則 第５版 20
04年

• 日本工業標準調査会（ＪＩＳＣ） http://www.jisc.go.jp/index.html

• ISO www.iso.org

• IEC http://www.iec.ch

• 日本品質管理学会誌「品質」 Vol.35、 No.2 （2005年4月発行）

• 特集『産業競争力と国際標準化戦略』

• 日経BP知財Awareness http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai

• 首相官邸 知的財産戦略本部

• http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/

• 独立行政法人 経済産業研究所 http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl

• 経済産業省経済産業政策局知的財産政策室

平成18年度「知財人材のスキルの明確化に関する調査研究」最終 報告書

• 特許庁 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

• 公正取引委員会 http://www.jftc.go.jp/

参考資料 ・・・・・ 第17章 知的財産活用と標準化


